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様式第３号（第７条関係） 

 

会 議 録 

 

１ 附属機関の会議の名称 

水戸市吉田市民センター運営審議会 

 

２ 開催日時 

令和５年５月 18 日（木） 午前 11 時 00 分から午後 12 時 00 分まで 

 

３ 開催場所 

水戸市吉田市民センター ２階 会議室 

 

４ 出席した者の氏名 

(1) 委員 

仲澤 守一・上田 曻・村田 春江・井坂 眞理子・田上 惠子・伊藤 健司 

(2) 執行機関 

水越 健一・小林 久美子 

 

５ 議題及び公開・非公開の別 

(1) 令和４年度事業報告について                 （公開） 

(2) 令和４年度利用状況について                 （公開） 

(3) 令和５年度吉田市民センター運営方針及び重点目標について   （公開） 

(4) 令和５年度事業計画について                 （公開） 

(5) 令和５年度定期講座開設状況について             （公開） 

(6) その他                           （公開） 

 

６ 非公開の理由 

 

７ 傍聴人の数 

０人 

 

８ 会議資料の名称 

令和５年度第１回水戸市吉田市民センター運営審議会 
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９ 発言の内容 

執行機関  ただいまより，令和５年度第１回水戸市吉田市民センター運営審議会を

始めさせていただきます。なお，議事録作成に当たり，会議の内容を録音

させていただくことを御了承願います。 

それでは，今年度は委員の改選がありませんので，委員皆さまの御紹介

は省略させていただきますので，御了承願います。 

なお，皆様の任期は令和６年３月 31 日まででございますので，よろしく

お願いいたします。 

続きまして，職員の紹介をいたします。 

 

        （職員紹介） 

   

  執行機関  続きまして，  会長より御挨拶を頂戴したいと思います。  会長，

よろしくお願いいたします。 

 

    会長  （挨拶） 

 

  執行機関    会長，ありがとうございました。 

        協議に入ります前に，本日は，  名の委員の出席をいただいており，

水戸市市民センター条例第12条第２項の規定する委員定数の２分の１以上

に達しておりますので，当審議会が成立していることを御報告いたします。 

また，水戸市附属機関の公開に関する規程に基づき，会議録署名人を２

名以上置くこととされておりますので，議事録署名人を  委員，  委

員のお二人にお願いしたいと思いますが，いかがでしょうか。 

 

（よろしくお願いしますとの声あり） 

 

執行機関    委員，  委員，よろしくお願いいたします。 

それでは，これより本日の議題に入ります。議事進行につきましては，

水戸市市民センター条例第12条第１項の規定により，会長に議長になって

いただき，議事進行をお願いいたします。 

 

  会長  それでは，議事に入りたいと思います。お手元の会議資料に基づき議事

を進めてまいりますので，各委員の皆様から御意見をお願いいたします。 

それでは，議題(1) 令和４年度事業報告及び(2) 令和４年度利用状況に

ついて関連がありますので，一括して事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料２～７ページの説明） 
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  会長  ただいま，事務局より議題(1) 及び(2) についての説明がありましたが，

何か御意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  コロナもワクチン接種などで落ち着き利用は増えたようですね。 

 

執行機関  はい，そのように思います。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に議題(3) 令和５年度吉田市民センター運営方針

及び重点目標について，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料８～10 ページの説明） 

 

  会長  ただいま，事務局より議題(3) についての説明がありましたが，何か御

意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  できれば，高齢者向けの ICT 講座があると良いと思います。以前に行っ

た，20～30 人での講座も好評だったと思いますので検討をお願いします。 

 

執行機関  はい，実施する方向で進めてまいります。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

 

  委員  ８ページの重点目標の１の(3) に「地域防災活動との連携」とあります

が，これについて質問します。吉田地区では，吉田市民センター，吉田小

学校及び第四中学校が避難所となっていますが，実際の災害時にはどのよ

うに避難すればよいのでしょうか。 

 

執行機関  はい，本市の防災・危機管理課が設定している内容として御説明させて

いただきます。災害時においては，まず市民センターが１次避難所となり

ます。 

      例えば，水戸市で震度５弱以上の地震が起きた場合，市民センター所長

と避難所指定動員という制度がありまして，各市民センターに３名ずつ配

置されております職員が参集し，避難所の開設準備や避難してきた方の受

け入れをすることとなっております。 

      その後，２次的避難所として，状況や避難者に応じて小学校，中学校で

の避難者の受け入れ，また，福祉的な対応が必要な方には対応できる福祉

施設等に移動していただくなどの対応となります。 

      また，令和６年度に本市民センターの長寿命化型改修工事が予定されて
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おります。工事期間中は，施設内に立ち入ることが出来なくなりますこと

から，吉田市民センターは避難所から一時的に外れ，吉田小学校が避難先

となるよう防災・危機管理課と市民生活課の間で調整されていると市民生

活課から聞いております。 

 

  会長  今の説明に補足しますと，小学校が一般の方，中学校が別ですよね。 

市から出ているのでは要介護みたいな人は中学校，小学校は一般。市民セ

ンターは要支援者の方みたいなのが出てきたのですけど，普通は市民セン

ターが避難所になって，ここに待機してもらうことになりますね。 

大規模災害においては，別れないとどうしようもない，そのような基準

はあるようです。 

 

  委員  ありがとうございました。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に議題(4) 令和５年事業計画について，事務局より

説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料 11 ページの説明） 

 

  会長  ただいま，事務局より議題(4) についての説明がありましたが，何か御

意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長    委員，福寿のつどいは 10 月１日に実施でよろしいのですよね。 

 

  委員  はい，吉田小学校にお願いして，体育館で実施します。 

 

  会長  ありがとうございます。 

      今年度は吉田地区自治実践会でも市民運動会，ふれあい吉田秋まつりを

実施する方向で検討委員会を立ち上げ，やる方向で内容などを検討してい

ます。 

      市民センターとうまく連携を図りながらいきたいと思います。 

      実践会の方ですが，御協力お願いします。 

 

  会長  その他，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に，議題(5) 令和５年度定期講座開設状況につい

て，事務局より説明をお願いします。 

 

執行機関  （資料 12 ページの説明） 
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  会長  ただいま，事務局より議題(5) についての説明がありましたが，何か御

意見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  今年は市民センターを使えるので問題ないのですが，来年使えなくなっ

た時，どのように繋いでいくかが大切だと思います。場所とかですかね。

一旦抜けると，次に始めるのに時間がかかりますから。 

 せっかく 254 名の方に参加していただけているわけですから，７年です

か，また同じくらいの人が来てくれるようにしてください。 

 

執行機関  長寿命化型改修工事のスケジュールが分かり次第，各講座の代表者の方

などと，対応について調整してまいります。 

 

  会長  うまく連携をとっていくことが大事かなと思いますのでよろしくお願い

します。 

 

  会長  その他，講座について，何か御意見，御質問等はございませんか。 

ないようですので，次に，議題(6) その他について，何かありますか。 

 

執行機関  吉田市民センター長寿命化型改修工事の説明会などが今後もあるかと思

います。皆様にも出席をお願いすることもあるかと存じますので，お忙し

いことと思いますが，その際は，御協力をお願いいたします。 

 

  会長  ただ今，事務局より議題(6) についての説明がありましたが，何か御意

見，御質問等ございましたら，御発言をいただきたいと思います。 

 

  会長  色々なところを見て，ここはスリッパですが，下足可のところ，トイレ

だけスリッパとか，きちんと使われているか見てきたのですけど，やはり，

使っている人の気持ちですよね。きれいに使われています。使う人たちが，

どれだけ自分たちのものとして出来るかですね。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

 

  委員  陶芸クラブなのですが，市民センターに置いているものが色々あります。

机に置くような大きなベニヤ板とかあるのですが，そういう物も全部動か

さないとだめなのでしょうか。バケツとか小さなものは移動できるのです

けど，ベニヤ板はどうしたら良いのかと，外とかでも良いので立てかけて

おけるとかはないでしょうか。 
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  執行機関  先ほどの説明会で市民生活課から説明がありました旧柳河幼稚園内の倉

庫に運んでしまっておくことは出来ます。そちらであれば雨風は凌げると

思います。外だとベニヤ板が劣化してしまうと思いますので，ただ活動を

どうするのかという部分と絡んできますので，個別に相談させていただき

たいと思います。 

 

  委員  無くては今度，次年度ですか使う時，困ってしまう。汚くなってしまっ

たりとか不安です。 

 

執行機関  旧柳河幼稚園でお預かりすることで雨風を防ぐことは可能です。 

 

  委員  みんなで相談してみます。 

 

執行機関  よろしくお願いします。 

 

  会長  やはり個別にやらないと難しいですね。 

 

  会長    委員，何かありますか。 

 

  委員  特にありません。 

 

  会長    委員，何かありますか。 

 

  委員  福寿のつどい，市民運動会で吉田小学校の運動場と体育館が使われます。

今年度，小学校の裏門と正門の工事が入ります。裏門の工事も入りますの

で，もしかしたら，この時期と重なってしまうかもしれません。その際は，

御不便をおかけしてしまいますが，よろしくお願いします。 

   

    会長  学校の施設をお貸しいただくわけですから，全く問題ございません。 

       こちらこそよろしくお願いします。 

 

    委員  子どもたちも市民運動会の方楽しみにしています。是非よろしくお願い

します。 

 

  会長  他に何か御質問，御意見等がございますか。 

意見等がないようですので，以上で，本日の議題についての審議は終わ

りにいたします。 

 

執行機関  長時間にわたり，慎重な御審議ありがとうございました。本日の皆様方
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の貴重な御意見を参考にし，今後，市民センター事業を実施してまいりま

す。 

以上をもちまして，令和５年度第１回水戸市吉田市民センター運営審議

会を閉会いたします。 


